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４ 上越市自治基本条例 （抜粋） 

平成20年３月28日 

上越市条例第３号 

 

 

 

（苦情処理等） 

第２３条 市議会及び市長等は、市政運営に関する苦情等があったときは、速やかにその内容 

及び原因を調査分析し、改善を要すると判断したものについては、再発防止等のための適切 

な措置を講じなければならない。 

２ 市長等は、市民主権の理念に基づき、公正な立場で、市政運営に関する苦情を適切かつ迅 

速に処理し、及び市政運営を監視することにより、市民の権利利益の擁護を図り、もって開 

かれた市政運営の一層の進展及び市政運営に対する信頼の確保に資するため、別に条例で定 

めるところにより、オンブズパーソンを設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


